
８ 学習共通理解事項 

 

各教科・領域の指導上の約束 

 

 

（１）共通理解したいこと 

 ◎ 教材教具や特別教室などを使用する場合 

・担当教師が開錠・施錠を行う。 

・担当教師が準備や片付け、整とん、窓閉め等を行う。 

・準備室は常に施錠しておく。 

 ◎ 教材教具や特別教室などの破損や故障は、速やかに各教科・領域主任に報告する。  

◎ 特別教室（準備室・空き教室も含む）には、子供たちを無断で出入りさせないようにする。 

◎ 教科書等は、国語や算数と家庭学習で使うものだけ持ち帰る。 

◎ お道具箱は、年度末だけ持ち帰る。のりやペン等の確認は学校で行い、足りていない時は、その

都度持ち帰るようにする。 

 

（２）各教科・領域の約束 

各教科・領域 ☆児童に指導する事項     ★教師が配慮すべき事項 

全 般 ☆ シャープペンシルやロケット鉛筆は使用しない。 

 

書 写 

 

☆ 手洗い場で筆やすずりを洗わず、家に持ち帰って洗うようにする。 

☆ 使用済みの習字紙は、家に持ち帰る。（教室のごみ箱に捨てない。） 

☆ 習字セットは、学校保管でも良い。（筆など洗う必要のある物だけ持ち帰る。） 

 

理 科 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆ 準備室には子供だけでは入らない。 

☆ 準備・片付けは、必ず教師のもとに行う。 

 ・実験によっては、保護めがねをかけて行う。 

 ・ごみは分別して捨てる。 

  ガラス、金属、プラスチック、燃えるごみ、電池→それぞれのゴミ箱へ 

 ・ガラス器具は、ひびや割れがないか安全を確かめて使用する。 

  ・理科実験用ガスコンロは、カセットガスボンベをはずしてからしまう。 

★ 薬品の使い方には十分注意させる。 

  （例）水で薄める、廃液入れに入れる。 

     固体のものは乾燥させて再度利用する。（ホウ酸等） 

 

生活科 

 

☆ 使った道具は、必ず元の場所に戻す。 

★ 作品や道具等、整理して展示・保管する。 
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音楽科 

 

 

 

 

☆ 教師の許可を得てから楽器を使用する。 

☆ 楽器などを使用した場合は、必ず元に戻す。 

☆ 譜面台は、南側の壁に並べる。 

☆ いすは５脚ずつ重ねて整とんする。 

★ ＣＤなどの入っている戸棚の開閉は、教師が行う。 

図工科 

 

 

 

 

☆ パレットは、ティッシュなどでふき取ったり、筆洗いバケツ内で洗ったりして、手洗 

い場では洗わない。 

☆ 筆洗いバケツの水は手洗い場に流すが、その際、床や手洗い場を汚さないように気を付 

 ける。 

☆ 準備室には、子供だけで入らない。 

☆ 絵具セットは、学校保管でも良い。（パレットなど洗う必要のある物だけ持ち帰る。） 

★ カッターナイフやのこぎりなどは、教師が最初と最後の数を確認する。 

家庭科 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆ ごみを分別して捨てる。 

 ・紙・布・糸など→家庭科室内のごみ箱 

 ・生ごみ    →最小限にし、１つにまとめて教師が捨てる。（★） 

☆ まな板は水分をしっかりふき取り、乾かした後まな板ワゴンに整とんする。 

☆ 使用した道具は、その学級が責任をもって元の場所に整頓して戻す。 

★ ガスの元栓（電磁弁）の開閉は、教師が行う。（準備室北） 

★ 包丁は家庭科準備室の包丁ワゴンに集中管理する。鍵は教師が開閉する。最初と最後の 

包丁の数が同じかどうか確認する。 

★ 使用した流し台・ガスコンロ・調理台・床下は、水気やごみがないように教師が見届 

けをする。 

体育科 

 

 

 

 

 

 

☆ 授業の時は、体操服と赤白帽子をきちんと着用する。 

<冬場の体育時の服装> 

 ・５本指手袋○ ・上着○ ※フード付きの上着はフードをしまう。 

 ・ネックウォーマーは、気温が極端に低い場合のみ、教師の裁量で○ 

 ・体操服下のアンダーシャツは、長袖の体操服を勧めるようにするが、否定はしない。 

 ・体操服ズボンの下に履くスパッツやタイツは否定しない。 

☆ 器具庫・石灰庫には、子供だけで入らない。石灰は子供だけで扱わせない。 

☆ 体育館やプールの出入りは、教師とともに行う。 

★ 器具庫の整理整とんをする。 

★ 更衣について配慮する。（個別対応も考慮する。） 

 ・１、２年生 （パーテーション） 

・３、４、５、６年男子（教室） 

・３、４、５、６年女子（図工室、空き教室 等）  

情 報 

 

 

 

☆ 使った機器は、必ず元に戻す。 

★ 機器については、子供たちに使い方を十分に指導する。 

★ 児童が機器類を使う場合は、教師が片付けまで見届ける。 

★ 情報機器を持ち出す場合には、情報担当に連絡をする。 
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